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住宅宿泊事業の概要・事業者の責務等を

確認し、事業の実施可否を検討 

他法令への適合

も併せて確認 

生活衛生課への事前相談 

周辺住民の方々 

に対する事前周知 

管轄の消防署への相談 

消防法令適合通知の交付 

届出必要書類の 

作成・収集等準備 

届出書の提出 

届出の受理 

届出番号の交付 

事業開始 

届出の不備 

※届出書類を相互に確認し、  

 審査を円滑に進めるため、 

事前相談を推奨しています。 

※「民泊制度運営システム」を利

用して、電子申請も可能です。 

 システムのアカウントは、「民泊

制度ポータルサイト」で取得で

きます。 

※届出番号の交付とともに標識の

様式データを県からメール送付

します。 

標識は、必要事項を記入し、公衆

の見やすい場所に掲示してくだ

さい。 

※担当者が不在の場合がありますので、事前連絡のうえ、予約をしてから

お越しください。 


